
- -1

（
厚
生
労
働
委
員
会
）

公
的
年
金
制
度
の
持
続
可
能
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
九

十
回
国
会
閣
法
第
五
四
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
公
的
年
金
制
度
に
つ
い
て
、
制
度
の
持
続
可
能
性
を
高
め
、
将
来
の
世
代
の
給
付
水
準
の
確
保
等
を
図
る
た

め
、
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対

応
し
た
保
障
機
能
の
強
化
、
よ
り
安
全
で
効
率
的
な
年
金
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
の
た
め
の
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行

政
法
人
の
組
織
等
の
見
直
し
等
の
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

い
わ
ゆ
る
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
に
つ
い
て
、
年
金
額
が
前
年
度
を
下
回
ら
な
い
措
置
を
維
持
し
つ
つ
、
賃
金
変
動
や
物

価
変
動
の
範
囲
内
で
、
前
年
度
ま
で
の
未
調
整
分
を
含
め
て
調
整
す
る
。

二

物
価
変
動
率
が
名
目
手
取
り
賃
金
変
動
率
を
上
回
り
、
か
つ
、
名
目
手
取
り
賃
金
変
動
率
が
一
を
下
回
る
と
き
の
年
金
額

の
調
整
期
間
に
お
け
る
改
定
率
の
改
定
に
つ
い
て
は
、
名
目
手
取
り
賃
金
変
動
率
を
基
準
と
す
る
。

三

国
民
年
金
の
被
保
険
者
は
、
出
産
予
定
月
の
前
月
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
お
い
て
は
、
三
月
前
）
か
ら
出
産
予
定
月
の

翌
々
月
ま
で
の
期
間
に
係
る
保
険
料
は
、
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
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四

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
に
、
経
営
委
員
会
を
置
く
。
経
営
委
員
会
は
、
業
務
方
法
書
の
変
更
、
中
期
計
画

及
び
年
度
計
画
の
作
成
又
は
変
更
等
の
議
決
並
び
に
役
員
の
職
務
の
執
行
の
監
督
を
行
う
。
ま
た
、
年
金
積
立
金
の
運
用
方

法
に
つ
い
て
、
運
用
に
係
る
損
失
の
危
険
の
管
理
を
目
的
と
し
て
行
う
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
追
加
す
る
。

五

日
本
年
金
機
構
は
、
不
要
財
産
に
つ
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
こ
れ
を
国
庫
に
納
付
す

る
も
の
と
す
る
。

六

厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
従
業
員
の
総
数
が
五
百
人
以
下
の
適
用
事
業
所
の
事
業
主
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
被

保
険
者
等
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
等
の
同
意
を
得
て
、
実
施
機
関
に
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
厚
生
年
金
保
険
及

び
健
康
保
険
の
被
保
険
者
と
し
な
い
経
過
措
置
の
適
用
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

七

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
五
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、
六
は
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
（
衆
議
院
修
正
）
か
ら
、
四
は
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か

ら
、
一
は
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
、
三
は
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
、
二
は
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。


